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愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例等

の一部改正について 

 

愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例等の一部を改

正する条例を別紙のように定めるものとする。 
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提案理由 

 

この案を提出するのは、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い農業

集落排水処理施設の使用料等の額を改定する等のため必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例等

の一部を改正する条例 

 

（愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第１条 愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例（平成

１７年愛西市条例第１２３号）の一部を次のように改正する。 

別表第２西保排水処理施設、本部田・東條排水処理施設、佐屋中央排水処

理施設、永和台排水処理施設の項中「１，２９６円」を「１，３２０円」に、

「１２９．６円」を「１３２円」に、「３２４円」を「３３０円」に、「２

１６円」を「２２０円」に改め、同表山路地区排水施設、福原地区排水施設、

西鵜戸地区排水施設、小茂井地区排水施設、四会地区排水施設、森川地区排

水施設、鵜戸東八反割地区排水施設、早尾地区排水施設、立田地区排水施設

の項中「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「１４０．４円」を「１４３

円」に改め、同表鵜多須地区排水処理施設、赤目地区排水処理施設、東川地

区排水処理施設、八開中部地区排水処理施設、二子地区排水処理施設、八開

北部地区排水処理施設、八開南部地区排水処理施設の項中「２，６７４円」

を「２，７２３円」に、「６６８円」を「６８０円」に、「５，３４８円」

を「５，４４７円」に改め、同表西八幡団地浄化センターの項中「５，４０

０円」を「４，７００円」に改める。 

（愛西市水道事業給水条例の一部改正） 

第２条 愛西市水道事業給水条例（平成１７年愛西市条例第１４１号）の一部

を次のように改正する。 

第２９条の表一般用専用栓の項中「７１，２８０円」を「７２，６００円」に、

「１６２，０００円」を「１６５，０００円」に、「２５９，２００円」を 

「２６４，０００円」に、「６６９，６００円」を「６８２，０００円」に、 

「１，０５８，４００円」を「１，０７８，０００円」に、「２，３７６，０００円」

を「２，４２０，０００円」に改める。 

第３０条中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

（愛西市下水道条例の一部改正） 



第３条 愛西市下水道条例（平成２１年愛西市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２一般用の項中「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「１６２円」

を「１６５円」に、「１９４.４円」を「１９８円」に、「２２６.８円」を

「２３１円」に、「２５９ .２円」を「２６４円」に改め、同表一 

時使用の項中「３２４円」を「３３０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、第１条中愛

西市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例別表第２西八幡

団地浄化センターの項の改正規定は、同年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の愛西市農業集落排水処理施設等の設置及び

管理に関する条例別表第２の規定、第２条の規定による改正後の愛西市水

道事業給水条例第３０条の規定及び第３条の規定による改正後の愛西市下

水道条例別表第２の規定にかかわらず、この条例の施行の日（以下この項

において「施行日」という。）前から継続している農業集落排水処理施設

等（西保排水処理施設、本部田・東條排水処理施設、佐屋中央排水処理施

設、永和台排水処理施設、山路地区排水施設、福原地区排水施設、西鵜戸

地区排水施設、小茂井地区排水施設、四会地区排水施設、森川地区排水施

設、鵜戸東八反割地区排水施設、早尾地区排水施設及び立田地区排水施設

に限る。以下この項において同じ。）、水道又は公共下水道の使用で、施

行日から平成３１年１０月３１日までの間に使用料又は使用料金（以下こ

の項において「使用料等」という。）の支払を受ける権利が確定するもの

に係る使用料等（施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定す

る日が同月３１日後である農業集落排水処理施設等、水道又は公共下水道

の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受

ける権利が確定する使用料等を前回確定日（その直前の使用料等の支払を

受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日

以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で



除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算し

た金額に係る部分に対応する部分に限る。）については、なお従前の例に

よる。 

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、

これを１月とする。 

 


